
町営水道（上水道及び簡易水道）ご利用の皆様へ

　　平成２６年　５月使用分より

　日ごろから、本町の水道をご利用くださり、誠にありがとうございます。

　さて、本町の水道事業につきましては、平成　２１年　１０月に料金を改定して以来、約　５年間

現行料金を維持してまいりました。

この度は、消費税増税のためによる水道料金の一部改定のご案内になります。

　平成２６年４月から全国的に消費税が５％から８％へ移行されました。門川町の水道料金も

増税にともない、水道料金を一部改定させていただくことになりました。

　これからも、皆様に安心して飲んでいただける水を安定して供給していくため、一層の経営

努力をしてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

○改定前後の水道料金（１ヶ月あたり） （消費税抜き）

1,000 円 1,000 円

1,100 円 1,100 円

1,100 円 1,100 円

1,100 円 1,100 円

2,400 円 2,400 円

4,200 円 4,200 円

6,800 円 6,800 円

90 円 90 円

110 円 110 円

130 円 130 円

150 円 150 円

250 円 250 円

250 円 250 円

※平成２６年５月使用分とは、平成２６年５月に検針した水道使用量によるものです。
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◎水道料金の計算方法について

　水道料金（一般用）　＝　｛基本料金　＋　［超過料金　×　超過水量］　｝　×　１．０８

　（消費税込みの金額で、１円未満の端数は切り捨てます。）

　たとえば、口径１３ｍｍで、１ヶ月水道使用量が　３５㎥　の場合は、次のようになります。

現行料金 新料金

基本料金 （１０㎥まで） ＝ 1,100 円 ⇒ 1,100 円

超過料金 １１㎥から２０㎥まで 90 円× 10 ㎥＝ 900 円

⇒ 90 円× 10 ㎥＝ 900 円

（超過水量は 20 ㎥ - 10 ㎥）

２１㎥から３５㎥まで 110 円× 15 ㎥＝ 1,650 円

⇒ 110 円× 15 ㎥＝ 1,650 円

（超過水量は 35 ㎥ - 20 ㎥）

小計（税抜き） 3,650 円 ⇒ 3,650 円

税込みでは・・・ 3,650 ×１．０５＝ 3,832 円

⇒ 3,650 ×１．０８＝ 3,942 円

(１円未満切捨の結果）

　　→ 水道料金は、 3,832 円 ⇒ 3,942 円

≪水道のお問い合わせ先≫

門　川　町　環　境　水　道　課 電話　　０９８２－６３－７６７８（直通）



　さて、本町の水道事業につきましては、平成　２１年　１０月に料金を改定して以来、約　５年間


